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議案第１００号　福島市水道条例の一部を改正する条例制定の件

(１) 条例（一部改正）の趣旨

感染症対応能力の強化、災害発生時における早急な復旧支援等を図ることを目的に

水道法の一部が改正されたことから、所要の改正を行う。

(２) 主な改正内容

＜水道給水装置の修繕にかかる所管替え＞

(改正前）厚生労働省 ⇒（改正後）国土交通省

(３) 条例の施行年月日

公布の日から

(４) 新旧対照表

1

福島市水道条例

改正後 改正前

（給水装置の修繕） （給水装置の修繕）

第11条　給水装置の修繕（法第16条の２第３項の国土交通省令で
　定める給水装置の軽微な変更を除く。）工事は、管理者又は指
　定給水装置工事事業者が施行する。

第11条　給水装置の修繕（法第16条の２第３項の厚生労働省令で
　定める給水装置の軽微な変更を除く。）工事は、管理者又は指
　定給水装置工事事業者が施行する。

（給水装置の基準違反に対する措置) （給水装置の基準違反に対する措置）

第39条（略）
２　管理者は、水道水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水
　装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき
　は、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給
　水を停止することができる。ただし、法第16条の２第３項の国
　土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当
　該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確
　認したときは、この限りでない。

第39条（略）
２　管理者は、水道水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水
　装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないとき
　は、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給
　水を停止することができる。ただし、法第16条の２第３項の厚
　生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当
　該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確
　認したときは、この限りでない。
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議案第１０１号　福島市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者
の資格基準に関する条例及び福島市専用水道に係る水道技術管理者の資格基準に
関する条例の一部を改正する条例制定の件（水道局所管分）

(１) 条例（一部改正）の趣旨

水道法施行令の一部改正及び感染症対応能力の強化、災害発生時における早急な復旧支援等を図る

ことを目的に水道法施行規則の一部が改正されたことから、所要の改正を行う。

(２) 主な改正内容

① 水道技術管理者に必要な講習を実施する者の登録者

　　　 （改正前）厚生労働大臣　⇒ （改正後）国土交通大臣及び環境大臣

② 布設工事監督者の資格要件の見直し

例）大学・高校・短大・専門学校卒の場合

（改正前）土木科 ⇒ （改正後）土木科／機械科／電気科

(３) 条例の施行年月日

① 公布の日から ② 令和７年４月１日から

(４) 新旧対照表

2

福島市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

改正後 改正前

（布設工事監督者の資格） （布設工事監督者の資格）

第３条　法第12条第２項に規定する条例で定める資格は、次のと
　おりとする。

第３条　法第12条第２項に規定する条例で定める資格は、次のと
　おりとする。
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改正後 改正前

(１)　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学
　を除く。以下同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第388号）
　による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修め
　て卒業した後、３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は
　河川（以下この項において「水道等」という。）に関する技術
　上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水道に関す
　る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

(１)　学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学
　を除く。以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課
　程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて
　卒業した後、又は旧大学令（大正７年勅令第388号）による大
　学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒
　業した後、２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験
　を有する者

(２)　学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機
　械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修め
　て卒業した後、４年以上水道等に関する技術上の実務に従事し
　た経験を有する者（２年以上水道に関する技術上の実務に従事
　した経験を有する者に限る。）

(２)　学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課
　程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目
　を修めて卒業した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従
　事した経験を有する者

(３)　学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期
　課程を含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治
　36年勅令第61号）による専門学校（次号において「短期大学
　等」という。）において土木科又はこれに相当する課程を修め
　て卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあっては、
　修了した後。次号において同じ。）、５年以上水道等に関する
　技術上の実務に従事した経験を有する者（２年６月以上水道に
　関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

(３)　学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期
　課程を含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治
　36年勅令第61号）による専門学校において土木科又はこれに相
　当する課程を修めて卒業した後（同法による専門職大学の前期
　課程にあっては、修了した後）、５年以上水道に関する技術上
　の実務に従事した経験を有する者

(４)　短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相
　当する課程を修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術
　上の実務に従事した経験を有する者（３年以上水道に関する技
　術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(５)　学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中
　等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校（次号におい
　て「高等学校等」という。）において土木科又はこれに相当す
　る課程を修めて卒業した後、７年以上水道等に関する技術上の
　実務に従事した経験を有する者（３年６月以上水道に関する技
　術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

(４)　学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中
　等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校において土木
　科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道
　に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(６)　高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相
　当する課程を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術
　上の実務に従事した経験を有する者（４年以上水道に関する技
　術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正後 改正前

(７)　10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経
　験を有する者（５年以上水道に関する技術上の実務に従事した
　経験を有する者に限る。）

(５)　10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験
　を有する者

(８)　第１号又は第２号に規定する学校において当該各号に規定
　する課程を修めて卒業した者であって、学校教育法による大学
　院研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する
　課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しく
　は水道工学に関する専攻を修了した後、第１号に規定する学校
　において同号に規定する課程を修めて卒業した者にあっては２
　年以上、第２号に規定する学校において同号に規定する課程を
　修めて卒業した者にあっては３年以上水道等に関する技術上の
　実務に従事した経験を有する者（第１号の卒業者にあっては１
　年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水道に関する
　技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

(６)　第１号又は第２号に規定する学校において当該各号に規定
　する課程及び学科目を修めて卒業した者であって、学校教育法
　による大学院研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工
　学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生
　工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第１号に規
　定する学校において同号に規定する課程及び学科目を修めて卒
　業した者にあっては１年以上、第２号に規定する学校において
　同号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者にあっては
　２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(９)　外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課
　程に相当する課程を、当該各号に規定する学校において修得す
　る程度と同等以上に修得した後、当該各号に規定する最低経験
　年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する
　者（当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上
　水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）

(７)　外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課
　程及び学科目又は第３号若しくは第４号に規定する課程に相当
　する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校にお
　いて修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号
　に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事
　した経験を有する者

(10)　技術士法（昭和58年法律第25号）第４条第１項の規定によ
　る第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目とし
　て上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、１
　年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
　（６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する
　者に限る。）

(８)　技術士法（昭和58年法律第25号）第４条第１項の規定によ
　る第２次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目とし
　て上水道及び工業用水道を選択した者に限る。）であって、１
　年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11)　建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第34条第１項及
　び第２項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合
　格した者であって、３年以上水道等に関する技術上の実務に従
　事した経験を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実
　務に従事した経験を有する者に限る。）

＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_
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改正後 改正前

２　簡易水道事業、給水人口が５万人以下である水道事業又は１
　日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事
　業の用に供する水道（以下「簡易水道等」という。）について
　は、前項第１号中「３年以上水道、工業用水道、下水道、道路
　又は河川（以下この項において「水道等」という。）に関する
　技術上の実務に従事した経験を有する者（１年６月以上水道に
　関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」と
　あるのは「１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した
　経験を有する者」と、同項第２号中「４年以上水道等に関する
　技術上の実務に従事した経験を有する者（２年以上水道に関す
　る技術上の実務に経験を有する者に限る。）」とあるのは「２
　年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」
　と、同項第３号中「５年以上水道等に関する技術上の実務に従
　事した経験を有する者（２年６月以上水道に関する技術上の実
　務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「２年６
　月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」
　と、同項第４号中「６年以上水道等に関する技術上の実務に従
　事した経験を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に
　従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年以上水
　道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項
　第５号中「７年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経
　験を有する者（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事
　した経験を有する者に限る。）」とあるのは「３年６月以上水
　道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項
　第６号中「８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経

２　簡易水道事業の用に供する水道（以下「簡易水道」とい
　う。）については、前項第１号中「２年以上」とあるのは「１
　年以上」と、同項第２号中「３年以上」とあるのは「１年６箇
　月以上」と、同項第３号中「５年以上」とあるのは「２年６箇
　月以上」と、同項第４号中「７年以上」とあるのは「３年６箇
　月以上」と、同項第５項中「10年以上」とあるのは「５年以
　上」と、同項第６号中「あっては１年以上」とあるのは「あっ
　ては６箇月以上」と、「２年以上」とあるのは「１年以上」と、
　同項第７号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数
　の２分の１以上」と、同項第８号中「１年以上」とあるのは
　「６箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

　験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した
　経験を有する者に限る。）」とあるのは「４年以上水道に関す
　る技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第７号中
　「10年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有す
　る者（５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有
　する者に限る。）」とあるのは「５年以上水道に関する技術上
　の実務に従事した経験を有する者」と、同項第８号中「２年以
　上、第２号の卒業者にあっては３年以上水道等に関する技術上
　の実務に従事した経験を有する者（第１号の卒業者にあっては
　１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水道に関す
　る技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」とある
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改正後 改正前

　のは「１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６月以上水道
　に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同項第
　９号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事
　した経験を有する者（当該各号に規定する水道等の最低経験年
　数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を
　有する者に限る。）」とあるのは、「水道等の最低経験年数の
　２分の１以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す
　る者」と、同項第10号中「１年以上水道等に関する技術上の実
　務に従事した経験を有する者（６月以上水道に関する技術上の
　実務に従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは「６月
　以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、
　同項第11号中「３年以上水道等に関する技術上の実務に従事し
　た経験を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に
　従事した経験を有する者に限る。）」とあるのは、「１年６月
　以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と
　それぞれ読み替えるものとする。

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格）

第４条　法第19条第３項に規定する条例で定める資格は、次のと
　おりとする。

第４条　法第19条第３項に規定する条例で定める資格は、次のと
　おりとする。

(１)　前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校にお
　いて、土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を
　修めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の前期課程に
　あっては、修了した後）、同項第１号に規定する学校を卒業し
　た者については３年以上、同項第３号に規定する学校を卒業し
　た者（同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した
　者）については５年以上、同項第５号に規定する学校を卒業し
　た者については７年以上水道に関する技術上の実務に従事した
　経験を有する者

(１)　前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者た
　る資格を有する者

(２)　前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校にお
　いて工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに
　相当する課程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する
　課程を除く。）を修めて卒業した後（学校教育法による専門職
　大学の前期課程にあっては、修了した後）、同項第１号に規定
　する学校を卒業した者については４年以上、同項第３号に規定

(２)　前条第１項第１号、第３号及び第４号に規定する学校にお
　いて土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関
　する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後
　（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了し
　た後）、同項第１号に規定する学校を卒業した者については４
　年以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者（同法による
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　する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあ
　っては、修了した者。第５号において同じ。）については６年
　以上、同項第５号に規定する学校を卒業した者については８年
　以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

　専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。第５号におい
　て同じ。）については６年以上、同項第４号に規定する学校を
　卒業した者については８年以上水道に関する技術上の実務に従
　事した経験を有する者

(３)　（略） (３)　（略）

(４)　前条第１項第１号、第３号又は第５号に規定する学校にお
　いて工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれ
　らに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後（学校教育法
　による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同項
　第１号に規定する学校を卒業した者については５年以上、同項
　第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の
　前期課程にあっては、修了した者。次号において同じ。）につ
　いては７年以上、同項第５号に規定する学校を卒業した者につ
　いては９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有
　する者

(４)　前条第１項第１号、第３号及び第４号に規定する学校にお
　いて工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこ
　れらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後（学校
　教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、
　同項第１号に規定する学校を卒業した者については５年以上、
　同項第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大
　学の前期課程にあっては、修了した者。次号において同じ。）
　については７年以上、同項第４号に規定する学校を卒業した者
　については９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験
　を有する者

(５)　外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課
　程又は前号に規定する課程に相当する課程を、当該各号に規定
　する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該
　各号に規定する卒業した者ごとに規定する最低経験年数以上水
　道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(５)　外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に
　規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定
　する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それ
　ぞれ当該各号に規定する卒業した者ごとに規定する最低経験年
　数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(６)　国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の
　管理に関する講習の課程を修了した者

(６)　厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する
　講習の課程を修了した者

(７)　技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下
　水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道
　を選択した者に限る。）であって、１年以上水道に関する技術
　上の実務に従事した経験を有する者

＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(８)　建設業法施行令第34条第１項及び第２項の規定による土木
　施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、３年以
　上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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２　簡易水道等については、前項第１号中「３年以上」とあるの
　は「１年６月以上」と、「５年以上」とあるのは「２年６月以
　上」と、「７年以上」とあるのは「３年６月以上」と、同項第
　２号中「４年以上」とあるのは「２年以上」と、「６年以上」
　とあるのは「３年以上」と、「８年以上」とあるのは「４年以
　上」と、同項第３号中「10年以上」とあるのは「５年以上」と、
　同項第４号中「５年以上」とあるのは「２年６月以上」と、
　「７年以上」とあるのは「３年６月以上」と、「９年以上」と
　あるのは「４年６月以上」と、同項第５号中「最低経験年数以
　上」とあるのは「最低経験年数の２分の１以上」とそれぞれ読
　み替えるものとする。

２　簡易水道については、前項第１号中「簡易水道以外の水道」
　とあるのは「簡易水道」と、同項第２号中「４年以上」とある
　のは「２年以上」と、「６年以上」とあるのは「３年以上」
　と、「８年以上」とあるのは「４年以上」と、同項第３号中
　「10年以上」とあるのは「５年以上」と、同項第４号中「５年
　以上」とあるのは「２年６箇月以上」と、「７年以上」とある
　のは「３年６箇月以上」と、「９年以上」とあるのは「４年６
　箇月以上」と、同項第５号中「最低経験年数以上」とあるのは
　「最低経験年数の２分の１以上」とそれぞれ読み替えるものと
　する。
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